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2023（R5）11月号

マイナンバーカード休日交付窓口のご案内（予約者限定）
　平日にマイナンバーカードを受け取れない方は、休日交付窓口をご利用
ください。事前予約がない場合は、窓口を開設しません。
■日　程　11月 26日（日）　　■時　間　午前９時～ 11時
■場　所　住民生活課（本庁１階）
■問合せ　住民生活課住民年金係　☎７３‐８６８６

　
特
定
疾
患
で
公
費
医
療
給
付
を
受
け

て
い
る
方
に
、
年
１
回
１
０
，
０
０
０
円

の
見
舞
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
対
　
象　

11
月
１
日
現
在
、
町
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
公
費
医
療
給
付
を

受
け
て
い
る
特
定
疾
患
の
あ
る
方

▼
持
ち
物

 

・
特
定
疾
患
者
見
舞
金
受
給
資
格
認
定

申
請
書(
昨
年
度
受
給
し
て
い
る
方

に
は
申
請
書
を
発
送
し
て
い
ま
す)

 

・「
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
」

ま
た
は
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

費
受
給
者
証
」

 

・
振
込
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

▼
申
請
場
所
　
保
健
福
祉
課
、
各
支
所

▼
申
請
期
限
　
11
月
30
日
㈭

▼
問
合
せ
　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

　
☎
72‐

６
９
１
７

特
定
疾
患
を
お
持
ち
の
方
に

お
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す

令
和
４
年
度
情
報
公
開
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　

 

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

▼
交
付
日
・
交
付
地
区

 

・
１
月
10
日
㈬
午
前
（
芦
野
）

 

・
１
月
10
日
㈬
午
後
（
伊
王
野
）

 

・
１
月
11
日
㈭
午
前
（
高
久
・
田
中
）

 

・
１
月
11
日
㈭
午
後
（
田
代
・
高
原
・

　
室
野
井
）

 

・
１
月
12
日
㈮
（
右
記
以
外
の
地
区
）

▼
受
付
時
間　
午
前
９
時
15
分
〜
11
時

30
分
、
午
後
１
時
〜
３
時

▼
場
　
所　
文
化
セ
ン
タ
ー
小
ホ
ー
ル

※

詳
細
は
次
回
12
月
号
に
掲
載
し
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

○
大
田
原
県
税
事
務
所

　
☎
０
２
８
７‐

２
３‐

４
１
７
２

○
町
農
林
振
興
課
農
政
係

　
☎
72‐

６
９
１
１

令
和
６
年
分
農
業
用
軽
油

免
税
証
一
括
交
付
日
程
等
の

お
知
ら
せ

　町の窓口業務や手続き、子育て、
福祉、健康、防災などの行政情報や
施設の案内のほか、地域の情報を掲
載した冊子「暮らしの便利帳」を、
民間事業者「株式会社サイネックス」
と協働で発行します。
■配布日　令和６年６月から
■配　布
　・町内全世帯：ポスティング
　・転入者：住民生活課、各支所の窓口
■広告募集
　発行費用は全て広告収入でまかな
われます。掲載広告を募るため、株
式会社サイネックスが事業所（企業
や商店など）を訪問しますので、ご
協力をお願いします。
■問合せ　
〇発行に関すること
　企画政策課広報広聴係
　☎７２‐6９３５
〇広告に関すること　　　
　株式会社サイネックス
　☎０２８‐６３２‐９７１１

暮らしの便利帳
2024

広告募集のお知らせ

暮らしの便利帳
2024

広告募集のお知らせ

　
町
で
は
、
公
正
で
開
か
れ
た
町
政
を

推
進
す
る
た
め
、
情
報
の
公
開
請
求
に

つ
い
て
定
め
た
「
情
報
公
開
条
例
」
に

基
づ
き
情
報
公
開
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
町
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

適
正
な
取
り
扱
い
と
本
人
か
ら
の
個
人

情
報
の
開
示
請
求
等
に
つ
い
て
定
め
た

「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
に
基
づ
き
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
情
報
公
開
条
例
お
よ
び
個
人

情
報
保
護
条
例
で
は
毎
年
１
回
、
制
度

の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
昨
年
度
の
運
用
状
況
は
次

表
の
と
お
り
で
す
。

▼
問
合
せ　
総
務
課
総
務
係

　
☎
72‐

６
９
０
１

情報公開条例に基づく情報公開請求 （R4.4.1～R5.3.31）

※令和４年度は個人情報保護条例に基づく自己情報開示請求はありません。
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総務課

保健福祉課

農林振興課

税務課

観光商工課

ふるさと定住課

上下水道課

教育委員会

合　　計

町  長

非公開 不存在等部分公開公  開

処理状況 不　服
申立て

請求
件数


